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譲渡制限付株式としての新株式発行の失権に関するお知らせ 

当社は、2020 年４月 24 日付「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」でお知らせいたしまし

た、譲渡制限付株式としての新株式発行について、以下の理由により割当予定株式の全株が失権となりました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 発行の概要（2020 年４月 24 日の開示内容） 

（1）払込期日 2020年５月22日 

（2）発行する株式の種類及び株式数 当社普通株式 76,000株 

（3）発行価額 1 株につき 703 円 

（4）発行総額 53,428,000円 

（5）割当予定先 取締役 ４名 76,000株 

※監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。

２． 失権の理由 

当社は、当社の取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、

株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として 2020 年３月 11 日に「取締役に対する譲渡制限付

株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を公表し、2020 年３月 26 日に開催された株主総会において承認さ

れました。その後、譲渡制限付株式報酬制度の具体的な内容について検討し、2020 年４月 24 日に取締役会

で発行決議をし、「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」として公表しました。 

しかしながら、発行決議後に譲渡制限付株式を割り当てるに際し、取締役会で決議いたしました「対象取

締役が、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれも退任又は退職する時までの

間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない」としていた譲渡制限の条件に

ついて、申込期限である 2020 年５月 21 日に、対象取締役より、退職時まで譲渡制限が解除されないことを

内容とする発行条件が、中長期的な当社へのコミットを阻害する可能性があるとの理由で、今回は申し込み

を見送りたい旨の申し出がありました。この申し出に対し、取締役会にて改めて協議した結果、今回は対象

取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の条件等について、再度検討する事を決議いたしまし

た。 

そのため、新株式発行を決定した時点において割当予定であった取締役４名が割当を辞退することとな

り、割当予定株式全数が失権することとなりました。 

３． 今後の見通し 

 今後、当社において譲渡制限の解除条件も含めて、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の具体的な内

容を再度検討し、改めて取締役会において決議する予定です。 

また、本件による 2020 年 12 月期の業績予想の変更はありません。 

以   上 


